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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 18 年 10 月 5 日開催の取締役会において、平成 18 年 10 月 25 日開催予定の当社定時株

主総会に付議する定款の一部変更の内容について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたしま

す。 
 

記 

１．変更の理由 
（１）当社の第 15 期に係る貸借対照表に資本金として計上した額は 511,578 千円となりました。し

たがって、当社は、第 16 期から会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定めるところによる大会社

に該当することとなるため、従来のみなし大会社に係る規定（現行定款第５条）を削除するもの

であります。 
（２）会社法施行に伴い、以下の各事項について変更を行うものであります。 
  ① 株主総会の招集に際し、情報開示の充実に資するよう、インターネットを利用した方法によ

る株主総会参考書類等の開示を可能とするものであります。（変更案第 16 条） 
  ② 株主総会における議決権の代理行使に関して、代理人の人数を明確化するものであります。

（変更案第 15 条） 
  ③ 取締役会をより機動的・効率的に運営するため、取締役会の書面決議を可能とするものであ

ります。（変更案第 21 条） 
  ④ 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 17 年法律第 87 号）の施行に

より当社の定款に定めがあるものとみなされた事項について、変更案第４条(機関)及び第７条

（株券の発行）を新設するとともに、現行定款第８条（名義書換代理人）の一部用語を改める

ものであります。 
 ⑤ その他、会社法施行に伴う用語の改定及び条文の移設・整理等を行うものであります。 



２．変更の内容 
 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。）  
現  行  定  款 変    更    案 

第１章 総則 第１章 総則 
 

（新設） 
 
 

（機関） 
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、

監査役、監査役会及び会計監査人を置く。 

（公告の方法） 
第４条     （条文省略） 

（公告の方法） 
第５条     （現行どおり） 

（みなし大会社） 
第５条 当会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に

関する法律第２章第２節に規定する特例の適用を受

けるものとする。 

 
（削除） 

第２章 株式 第２章 株式 
（発行する株式の総数） 
第６条 当会社の発行する株式の総数は、12,564,720株とす

る。 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、12,564,720株とする。 

 
（新設） 

（株券の発行） 
第７条 当会社は、その株式に係る株券を発行する。 

（自己株式の取得） 
第７条 当会社は、商法第211条ノ３第１項第２号の規定に

より、取締役会の決議をもって自己株式を買い受け

ることができる。 

（自己の株式の取得） 
第８条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって自己の株式を取得することが

できる。 

（名義書換代理人） 
第８条 当会社は、株式及び端株につき名義書換代理人を置

く。 
  ２．名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会

の決議により選定する。 
  ３．当会者の株主名簿、実質株主名簿、端株原簿及び株

券喪失登録簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備

え置き、株式の名義書換、実質株主通知の受理、端

株の買取請求、その他株式及び端株に関する事務は、

名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれ

を取扱わない。 

（株主名簿管理人） 
第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
 

（削除） 
 

（削除） 



 
現  行  定  款 変    更    案 

（株式取扱規程） 
第９条 当会社の発行する株券の種類並びに株式の名義書

換、実質株主通知の受理、端株の買取請求の取扱、

その他株式及び端株に関する手続き並びに手数料は

取締役会の定める株式取扱規程による。 

（株式取扱規程） 
第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令及

び本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程に

よる。 

（章の区切りを変更） 第３章 株主総会 

（基準日） 
第10条 当会社は、毎決算期現在の株主名簿に記載又は記録

された株主（実質株主名簿に記載又は記録された実

質株主を含む。以下同じ。）をもって、その決算期に

関する定時株主総会において権利を行使すべき株主

とみなす。 
  ２．前項のほか、株主、登録質権者又は端株主として権

利を行使すべき者を定めるため、必要あるときは、

あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることが

できる。 

（基準日） 
第11条 当会社は、毎年７月31日の最終の株主名簿に記載又

は記録された株主（実質株主名簿に記載又は記録さ

れた実質株主を含む。以下同じ。）をもって、定時株

主総会において権利を行使することができる株主と

する。 
 

（削除） 

第３章 株主総会 （章の区切りを変更） 

（招集） 
第11条 当会社の定時株主総会は、営業年度の翌日から３ヶ

月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招

集する。 

（招集） 
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定

の時期にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応

じ随時これを招集する。 

（招集者及び議長） 
第12条      (条文省略) 

（招集者及び議長） 
第13条    （現行どおり） 

（決議の方法） 
第13条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがあ

る場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をも

って決する。 
  ２． 商法第343条第１項の規定による株主総会の決議は、

総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ

て決する。 

（決議の方法） 
第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めが

ある場合を除き、出席した議決権を行使することが

できる株主の議決権の過半数をもって行う。 
  ２． 会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議

は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって行う。 



 
現  行  定  款 変    更    案 

（議決権の代理行使） 
第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主に委任し

て、その議決権を行使することができる。この場合、

株主又は代理人は代理権を証する書面を当会社に提

出しなければならない。 

（議決権の代理行使） 
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代

理人として、その議決権を行使することができる。

この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面

を株主総会ごとに当会社に提出しなければならな

い。 

（議事録） 
第15条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果は、これ

を議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取

締役が記名押印又は電子署名を行う。  

 
（削除） 

 
（新設） 

（参考書類等のインターネット開示） 
第16条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算

書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る

情報を、法務省令の定めるところにより、インター

ネットで開示することができる。  

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 
（員数） 
第16条     （条文省略）  

（員数） 
第17条     （現行どおり）  

（選任決議） 
第17条 当会社の取締役は、株主総会において総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数の決議によって選任する。 
 
  ２．    （条文省略） 

（選任決議） 
第18条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行

う。 
  ２．    （現行どおり） 

（任期） 
第18条 取締役の任期は、就任後１年内の最終の決算期に関

する定時株主総会の終結の時までとする。 
 

附則 
    第18条の規定にかかわらず平成16年10月27日開催

の定時株主総会開催において選任された取締役の任

期は従来どおり２年とする。なお、本附則は、平成

18年７月期に関する定時株主総会終結の時をもっ

て、これを削除する。  

（任期） 
第19条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。 
（削除） 



 
現  行  定  款 変    更    案 

（代表取締役及び役付取締役） 
第19条 取締役会の決議をもって、当会社を代表すべき取締

役若干名を定める。 
  ２．取締役会の決議をもって、取締役会長及び取締役社

長各１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締

役各若干名を選任することができる。  

（代表取締役及び役付取締役） 
第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選

定する。 
  ２．取締役会の決議をもって、取締役会長及び取締役社

長各１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締

役各若干名を選定することができる。  

（取締役会の招集及び議長） 
第20条     （条文省略） 
  ２．    （条文省略） 

（新設） 
 
 
 
 
 
 

（新設） 

（取締役会） 
第21条    （現行どおり） 
  ２．   （現行どおり） 
  ３．取締役が取締役会の決議の目的事項について提案し

た場合、当該事項の議決に加わることのできる取締

役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の

承認決議があったものとみなす。 
  ４．取締役会の運営その他に関する事項については、法

令及び本定款のほか、取締役会の定める取締役会規

程による。  

（取締役会規程） 
第21条 取締役会の運営その他に関する事項については、取

締役会の定める取締役会規程による。  

 
（削除） 

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 
（選任決議） 
第24条 当会社の監査役は、株主総会において総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数の決議によって選任する。 

（選任決議） 
第24条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決

する。  

（任期） 
第25条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算期に関

する定時株主総会の終結の時までとする。 
 
  ２．    （条文省略） 

（任期） 
第25条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。 
  ２．    （現行どおり） 

（常勤監査役） 
第26条 監査役は、その互選により常勤監査役若干名を定め

る。  

（常勤監査役） 
第26条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選

定する。  



 
現  行  定  款 変    更    案 

（監査役会の招集） 
第27条     （条文省略） 

（新設） 

（監査役会） 
第27条     （現行どおり） 
  ２．監査役会の運営その他に関する事項については、法令

及び本定款のほか、監査役会の定める監査役会規程に

よる。 
（監査役会規程） 
第28条 監査役会の運営その他に関する事項については、監

査役会の定める監査役会規程による。 

 
（削除） 

（報酬及び退職慰労金） 
第29条     （条文省略） 

（報酬及び退職慰労金） 
第28条     （現行どおり） 

（補欠監査役） 
第30条     （条文省略） 
  ２．補欠監査役の選任決議は、総株主の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によっ

て選任する。 
 
  ３．及び４．（条文省略） 
    

（補欠監査役） 
第29条     （現行どおり） 
  ２．補欠監査役の選任は、株主総会において、議決権を行

使することができる株主の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 
  ３．及び４．（現行どおり） 
 

第６章 計算 第６章 計算 
（営業年度） 
第31条 当会社の営業年度は、毎年８月１日から翌年７月31

日までとし、毎営業年度末に決算を行う。 

（事業年度） 
第30条 当会社の事業年度は、毎年８月１日から翌年７月31

日までとする。 

（利益配当） 
第32条 利益配当金は、毎決算期現在の株主名簿に記載又は

記録された株主若しくは登録質権者及び同決算期現

在の端株原簿に記載又は記録された端株主に対しこ

れを支払う。 
（新設） 

（剰余金の配当） 
第31条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿

に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者

に対し、期末配当を行うことができる。 
 
  ２．前項のほか、取締役会の決議により、毎年１月31日

の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しく

は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができ

る。 



 
現  行  定  款 変    更    案 

（中間配当） 
第33条 取締役会の決議により、毎年１月31日現在の株主名簿

に記載又は記録された株主若しくは登録質権者及び

同決算期現在の端株原簿に記載又は記録された端株

主に対し、商法第293条ノ５の規定による金銭の分配

（以下中間配当という）を行うことができる。 

 
（削除） 

（配当金等の除斥期間） 
第34条 利益配当金及び中間配当金が支払開始の日から満３

年を経過してもなお受領されないときは、当会社はそ

の支払の義務を免れる。 

（配当金等の除斥期間） 
第32条 期末配当及び中間配当が支払開始の日から満３年を

経過してもなお受領されないときは、当会社はその支

払の義務を免れる。 

  

 
 
 ３．日程 
  （１）定款変更のための定時株主総会開催日 平成１８年１０月２５日（水曜日） 
 
  （２）定款変更の効力発生日        平成１８年１０月２５日（水曜日） 
 
 

以上 
 


